
別表第１ 

茂原市都市計画下水道事業受益者負担金徴収猶予基準 

茂原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則（昭和４８年茂原市規則第４号）

第１０条第１項の規定に基づく受益者負担の徴収猶予の基準は下記の通りとする。 

別表第２（第１０条第２項） 

茂原市都市計画下水道事業受益者負担金減免基準 

 
徴収猶予の対象となる土地 徴収猶予率 徴収猶予期間

 
田、畑山林その他これに準ず

る土地（ただし、土地の状況

により宅地と認められるも

のを除く）

８０％宅地として使用し又は使用

できる状況にあると認めら

れるまで

 
係争地 １００％受益者の決定（判定）まで

 
市長がその状況により特に

徴収猶予及び納期限の延長

が必要あると認めた土地

市長の認定する率

その都度認定

市長がその状況により必要

と認める期間

 
該当する受益者 対象となる土地 該当する主な施設 減免率（パ

ーセント）

備考

 
国又は地方公共団体

が公用に供し、又は

供することを予定し

ている土地に係る受

益者

学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）第１

条に規定する学校の

用地

小学校、中学校、高等

学校、大学、幼稚園

７５普通財産である土

地を除く。

 
社会福祉法（昭和２６

年法律第４５号）第２

条に規定する社会福

祉事業の用に供する

土地

保育所、社会福祉事務

所、老人ホーム、母子

生活支援施設、知的障

害児施設

７５

 
警察法務収容施設用

地

刑務所、拘置所、少年

院、婦人補導所、少年

鑑別所

７５

 
一般庁舎用地 法務局、税務署、消防

署、市役所、保健所

５０

 
社会教育施設用地 図書館、体育館、市民

会館、公民館

５０



 
病院用地 国立病院、県立病院そ

の他これらに準ずる

病院

２５

 
公務員宿舎用地 有料の職員宿舎 ２５

 
国又は地方公共団体

がその企業の用に供

している土地に係る

受益者

企業用財産となって

いる土地

国の各特別会計に属

する行政財産地方公

営企業法（昭和２７年

法律第２９２号）に規

定する企業に属する

財産

２５

 
国又は地方公共団体

が公共の用に供する

ことを予定している

土地に係る受益者

道路、公園、河川、堤

防、水路

１００事業決定されたも

のに限る。

 
公の生活扶助を受け

ている受益者

生活保護法（昭和２５

年法律第１４４号）に

より生活扶助を受け

ている者に係る土地

１００生活扶助を受けて

いる期間中の納付

額を減免する。

 
事業のため土地、物

件、労力又は金銭を

提供した受益者

土地、物件、労力又は

金銭を提供した受益

者に係る土地

市長の認め

る割合

提供された土地、物

件、労力又は金銭に

対応する範囲で減

免する。
 

その他の状況により

特に負担金を減免す

る必要があると認め

られる土地に係る受

益者

宗教法人法（昭和２６

年法律第１２６号）第

２条に掲げる団体が

同条に規定する目的

のために使用する土

地

墓地 １００住居に使用する建

物の敷地を除く。
 

境内地 ５０

 
私立学校法（昭和２４

年法律第２７０号）第

３条に規定する学校

法人が設置する学校

教育法第１条に規定

する学校の用地

小学校、中学校、高等

学校、大学、幼稚園（私

立の専修学校及び各

種学校を除く。）

５０住居に使用する建

物の敷地を除く。



 
社会福祉法第２２条

に規定する社会福祉

法人が経営する同法

第２条に規定する事

業の用に供する土地

１　生活保護法第３

８条に規定する保

護施設 

２　児童福祉法（昭和

２２年法律第１６

４号）第７条に規定

する乳児院、母子生

活支援施設、児童養

護施設 

３　老人福祉法（昭和

３８年法律第１３

３号）第５条の３に

規定する養護老人

ホーム、特別養護老

人ホーム 

４　障害者の日常生

活及び社会生活を

総合的に支援する

ための法律（平成１

７年法律第１２３

号）第５条に規定す

る障害者支援施設、

地域活動支援セン

ター、福祉ホーム

５０

 
消防団が所有又は使

用する消防用備品等

の格納に係る土地

１００

 
鉄道用地 踏切 １００

 
線路 ５０

 
私道のうち、公共性が

高く公道に準ずるも

のとして市長が認め

る土地

１００



 
宅地利用不能崖地、公

共下水道接続不可能

地

１００

 
その他実情に応じ特

に減免する必要があ

ると認められる土地

市長の認め

る割合


